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令和２年 鰺ヶ沢町農業委員会 

第２回定例総会会議録 
 

令和２年２月１０日（月）午前１０時００分開議 

中央公民館 ２階大会議室 

 

 

 

 

 

１． 開会 

 

２． 会期の決定 

 

３． 会議録署名者の指名及び書記の任命 

 

４． 諸般の報告 

 

５． 議案の上程 

 

６． 議案の審議（許可・承認） 

 

７． 閉会 
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◎出席委員 １２名 

１番 工藤 清 

２番 神 文人 

３番 三上 三樹 

４番 佐藤 松子 

５番 木村 暢子 

６番 木村 賢一 

７番 兼岡 正英 

９番 工藤 文信 

１０番 井上 豊久 

１１番 兼平 昭光 

１２番 對馬 孝 

１３番 木村 重美 

◎欠席委員 ２名 

８番 工藤 修二 １４番 長谷川 勝男 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

職務代理者 

 

 

事務局 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

議場 

 

 

議長 

 

 

 

 

１．開会 

 ただ今より令和２年第２回定例総会を開会致します。はじめに、職務代理者の

工藤清より挨拶をお願いします。 

 

 

（職務代理者挨拶） 

 

 

 それではこれから会議に入ります。鰺ヶ沢町農業委員会会議規則第１７条第１

項の規定により議長は会長職務代理者の工藤清が進行します。工藤職務代理、よ

ろしくお願いします。 

 

  

 ただ今の出席委員は１４名中１２名でございます。よって本日の定例総会は定

足数に達しておりますので会議は成立致しました。 

（午前１０時００分） 

 

 

２．会期の決定 

 審議に入ります。まず会期の決定を議題と致します。本日の会期は、午前１０

時から正午までとします。この議題にご異議ございませんか。 

 

 

〔「異議なし」という声あり〕 

 

 

 異議なしということでありますので、本日の会期は午前１０時から正午までと

決定致します。 
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議長 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．会議録署名者の指名及び書記の任命 

 会議録署名者の指名及び書記の任命については本総会会議規則第１４条第２

項の規定により議長が指名致します。会議録署名者を３番の三上委員、１３番の

木村委員にお願いします。書記については事務局職員にお願いします。 

 

 

４．諸般の報告 

 諸般の報告を事務局お願いします。 

 

 

報告第１号 

 令和２年１月９日 

令和元年度農業者年金加入推進部長等研修会 

場 所：青森市「アップルパレス青森」 

出席者：長谷川勝男会長、工藤清委員、事務局（太田） 

 

報告第２号 

 令和２年１月３０日 

農地法第５条事前調査会 

  場 所：北浮田町字今須地内（２件） 

  出席者：工藤清委員、兼平昭光委員、神文人委員、事務局（太田・田附） 

 

 報告第３号 

 令和２年１月３１日 

令和元年度農地事務研修会 

場 所：青森市「アップルパレス青森」 

出席者：事務局（石岡） 

 

以上諸般の報告を終わります。 

 

 

５．議案の上程 

 議案の上程を致します。 

 

議案第５号 農地法第３条第１項の規定に基づく農業委員会の許可について 

 

議案第６号 農地法第５条第１項の規定に基づく農業委員会に係る意見につ

いて 

 

議案第７号 農業経営基盤強化促進に係る農用地利用集積計画の承認につい

て 

                                          

議案第８号  令和２年度農作業雇用標準賃金表（案）の承認について            

 

議案第９号  令和元年に係る鰺ヶ沢町の農地の賃借料情報提供の件につい

て  

 

 以上５議案を上程致します。 
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議長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．議案の審議 

 議案の審議に入ります。議案第５号農地法第３条第１項の規定に基づく農業委

員会の許可について事務局に説明を求めます。 

 

 

 今月の農地法第３条の許可申請は１議案６件です。議案は第５号です。詳細に

ついて申し上げます。 

 

番号４ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字湯舟町字七尾１８５番地１ 

地 目 登記簿 畑 

    現 況 畑 

面 積 ４１７㎡ 

外 田２筆 畑３筆 計６筆 

合計面積 ２８，８８９㎡ 

譲渡人と譲受人は記載のとおりです。 

親子間での贈与による所有権移転です。 

 

 

番号５ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字南金沢町字晴間１０５番地１ 

地 目 登記簿 畑 

    現 況 畑 

面 積 １，６３１㎡ 

外 田４筆 畑１筆 計６筆 

 合計面積 ８，７９８㎡ 

譲渡人と譲受人は記載のとおりです。 

親子間での贈与による所有権移転です。 

 

 

番号６ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字中村町字山本３６番地２ 

地 目 登記簿 畑 

    現 況 畑 

面 積 ２９０㎡ 

外 田５筆 畑１筆 合計７筆 

合計面積 ８，１５４㎡ 

譲渡人と譲受人は記載のとおりです。 

親子間での贈与による所有権移転です。 

 

 

番号７ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字建石町字島田１５４番地１ 

地 目 登記簿 畑 

    現 況 樹園地 

面 積 ２，８３４㎡ 

外 畑１筆 計２筆 

合計面積 ３，９３０㎡ 

譲渡人と譲受人は記載のとおりです。 
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

議場 

 

 

議長 

 

 

 

議場 

 

 

議長 

 

 

知人間での売買による所有権移転です。 

 

 

番号８ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字松代町字白沢２２４番地 

地 目 登記簿 畑 

    現 況 畑 

面 積 １，７１９㎡ 

外 畑２筆 計３筆 

合計面積 ２２，４８０㎡ 

譲渡人と譲受人は記載のとおりです。 

知人間での売買による所有権移転です。 

 

 

番号９ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字建石町字大平２０５番地１ 

地 目 登記簿 原野 

    現 況 畑 

面 積 ７，３２８㎡ 

外 田１３筆 畑１筆 計１５筆 

合計面積 １１８，３６５㎡ 

貸付人と借受人は記載のとおりです。 

農業者年金に係る親子間の使用貸借による経営移譲です。 

 

 以上６件を申し上げましたが、資料７頁をご覧ください。 

 第２項の第１号から第７号までありますが、２項の第７号をご覧ください。 

冬期間のため現地の方は確認しておりませんが、図面等により利用状況等調査

いたしました。農地法第３条第２項各号に該当しないため許可要件のすべてを満

たすと考えます。以上です。 

  

 

 それでは議案５号について早速審議に入ります。 

 議案第５号につきましてご異議、ご質問等を許します。 

 なお、質問等をする委員は挙手して委員番号と氏名を言ってから発言するよう

お願いします。 

 

 

〔「異議なし」という声あり〕 

 

 

 異議なしとのことですので、採決致します。議案第５号について原案のとおり

許可することに賛成の方は挙手をお願いします。 

 

 

（全員挙手） 

 

 

 全員賛成ですので議案第５号農地法第３条第１項の規定に基づく農業委員会

の許可について原案のとおり許可することに決定致します。 
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議長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

神文人委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 続きまして議案第６号、農地法第５条第１項の規定に基づく農地転用許可に係

る意見について事務局に説明を求めます。  

 

    

 議案第６号は農地法第５条転用許可にかかる意見についてであります。 

 提案理由は農地法第５第１項及び同法第５条３項の規定に基づき、当農業委員

会の意見を付して県知事に送付したいので審議を求めるものであります。 

 番号２につきましては、所有権移転でありまして老人福祉施設の建築のための

農地転用、面積が３，０００㎡であります。 

 番号２番の申請につきまして、令和元年１２月２０日付けで鰺ヶ沢農業振興地

域整備計画の変更、農業振興地域からの除外が決定済みであります。申請地の変

更後の地目区分は第１種農地と認められますが、申請内容が、社会福祉法人が経

営する老人福祉施設の建設のための転用であり、公共性が高いと認められるこ

と、また、位置選定には代替性の判断として周辺の非農地を検討しましたが、転

用事由に必要な面積および売買価格から適当な土地が見当たらないことから本

のうちにつき転用することはやむを得ないと認められます。 

 番号２につきましては事前調査会が開催されておりますので、一般基準等の内

容説明は省略します。      

 以上です。 

 

   

 ただいま事務局より、議案第６号番号２の説明がございましたが、事前調査会

をおこなっておりますので、当日の調査員にあたっている神委員に調査結果報告

をお願いします。      

 

 

 令和２年１月３０日、工藤清委員、兼平昭光委員、事務局とともに農地法第５

条第１項の規定による許可申請のあった事前調査結果について報告します。議案

第６号２番をご覧ください。 

申請者の住所、氏名及び申請内容は記載のとおりです。申請地は北浮田町字今

須８２番３外１筆、合計面積は、３，０００㎡、登記地目は田と畑、現況は２筆

とも保全管理となっております。 

一般基準からみた判断を申し上げます。現地調査をした結果については、資料  

ページの全体図で説明いたします。今回の申請は、特別養護老人ホームつくし荘

の東側に新たに建設される老人福祉施設（ショートステイ）です。申請地内は全

てアスファルト舗装し、雨水の処理は自然浸透、汚水処理については合併処理浄

化槽を設置して浸透まで行う計画です。申請地周囲は東側が田となっていますが

土砂流出がないように同じ高さに盛土する予定です。また北側は農道に面し、南

側はため池であり、今回の転用申請が、周辺の農地等に係る営農条件への支障は

ないものと見てまいりました。また、面積的にも適当と思われ、資金関係につい

ては全額、自己資金での建設であり、県の許可後においても、直ちに着工される

計画であります。  

以上、現地調査の報告を終わります。 

 

    

 ただいま報告がありました議案第６号番号２について質問を受けます。  

 何かご異議、ご質問等のある委員は挙手して委員番号と氏名を言ってから発言

するようお願いします。 
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議場 

 

 

議長 

 

 

 

 

議場 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

兼平昭光委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔「異議なし」という声あり〕 

 

      

 異議なしとのことですので、それでは採決致します。議案第６号番号２につい

て原案のとおり許可相当とし、県知事に送付することに賛成の方は挙手をお願い

します。 

 

 

（全員挙手）         

 

 

 全員賛成ですので議案第６号番号２、農地法第５条第１項の規定に基づく農地

転用許可に係る意見ついて原案のとおり許可相当とし、県知事に送付することに

決定致します。 

続きまして番号３について事務局に説明を求めます。 

 

 

続いて番号３について説明いたします。 

 提案理由は先ほどと同様で、農地法第５条第１項及び同法第５条３項の規定に

基づき、当農業委員会の意見を付して県知事に送付したいので審議を求めるもの

であります。 

 番号３につきまして、農地転用面積が８７４㎡であります。 

 なお申請地につきましては、１０ｈａ以上の農地が連坦されていることから農

地区分は第１種農地と判断されます。 

 申請内容は社会福祉法人事業者が利用するための転用であり、公共性が高いと

認められるため不許可の例外が適用されると判断されます。また選定位置の代替

性の判断としては、周辺での非農地等を検討しましたが、当該農地の所有が法人

の役員所有のものであり、寄付で取得できることから、本農地につき、転用申請

することはやむを得ないと認められます。 

番号３につきましては事前調査会が開催されておりますので、一般基準等の内

容説明は省略します。 

 以上です。 

 

 

ただいま事務局より、議案第６号番号３の説明がございましたが、番号３の事

前調査会をおこなっておりますので、当日の調査員にあたっている兼平委員に調

査結果報告をお願いします。 

 

 

令和２年１月３０日、工藤清委員、神文人委員、事務局とともに農地法第５

条第１項の規定による許可申請のあった事前調査結果について報告します。議

案第６号３番をご覧ください。 

申請者の住所、氏名及び申請内容は記載のとおりです。 

申請地は北浮田町字今須８０番、面積は、８７４㎡、登記地目は畑、現況は

保全管理となっております。 

一般基準からみた判断を申し上げます。 

現地調査をした結果については、資料１０ページの土地利用計画図で説明い

たします。申請地である認定こども園となる職員駐車場の周囲については、東

側は町道に面し、北側はため池、西側は建設される認定こども園、南側は雑種 
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兼平昭光委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

議場 

 

 

議長 

 

 

 

 

議場 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地となっています。また、申請地の北側及び西側の一部にはフェンスを設置し

土砂が流出・飛散しないように法面を施して整地する等の計画であり、今回の

転用申請が、周辺の農地等に係る営農条件への支障はないものと見てまいりま

した。 

また、面積的にも適当と思われ、資金関係については全額、自己資金での建

設であり、県の許可後においても、直ちに着工される計画であります。 

以上、現地調査の報告を終わります。 

 

 

ただいま報告がありました議案第６号番号３番について質問を受けます。 

 何かご異議、ご質問等のある委員は挙手して委員番号と氏名を言ってから発言

するようお願いします。 

 

 

〔「異議なし」という声あり〕 

 

      

 異議なしとのことですので、それでは採決致します。議案第６号番号３につい

て原案のとおり許可相当とし、県知事に送付することに賛成の方は挙手をお願い

します。 

 

 

（全員挙手） 

 

 

 全員賛成ですので議案第６号番号３について農地法第５条第１項の規定に基

づく農地転用許可に係る意見ついて原案のとおり許可相当とし、県知事に送付す

ることに決定致します。 

続きまして議案第７号農業経営基盤強化促進に係る農用地利用集積計画の承

認について事務局に説明を求めます。 

まず、番号２７について議事参与の制限の規定に該当する案件がありますので

関係委員の一時退席をお願いします。 

 

 

（関係委員退席） 

 

 

 それでは、番号２７について事務局に説明を求めます。 

 

  

議案第７号農業経営基盤強化促進に係る農用地利用集積計画の承認について

ご説明致します。２２頁をご覧ください。 

 

番号２７ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字北浮田町字平野１６５番地３ 

地目 登記簿 畑 

現況 畑 

面積 ４，６３７㎡ 

新規設定 
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

議場 

 

 

議長 

 

 

 

議場 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用権を設定する者と受ける者は記載のとおりです。 

利用目的 大豆 

期間 ３ 年 

賃借料 １０ａ当り５，０００円で契約しております。 

 

以上の計画内容は、経営面積・従事日数など、農業経営基盤強化促進法第１８

条第３項の各要件を満たしていると考えます。以上です。 

 

 

 ただ今、議案第７号番号２７について説明がありましたが、この件につきまし

てご異議ご質問等を許します。  

 なお、質問等をする委員は挙手して委員番号と氏名を言ってから発言するよう

お願いします。 

 

 

〔「異議なし」という声あり〕 

 

  

 異議なしとのことですので、それでは採決致します。議案第７号番号２７につ

いて原案のとおり許可することに賛成の方は挙手をお願いします。 

 

 

（全員挙手）         

 

 

 全員賛成ですので、議案第７号番号２７について原案のとおり許可することに

決定致します。       

 一時退席の関係委員は自席にお戻りください。     

 

 

（委員着席） 

 

 

 続いて、ただ今承認された以外の番号について事務局に説明を求めます。 

 

 

 １．所有権移転 

件 数           ０件 

 

地目別面積   田     ０㎡ 

畑     ０㎡ 

樹園地    ０㎡ 

計     ０㎡ 

 

 ２．利用権設定 

再設定   ９件      ７３，９９８㎡ 

新 規  １２件      ７４，７５３㎡ 

計   ２１件     １４８，７５１㎡ 
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    契約内訳 

３年未満の契約      ４筆     １４，８３６㎡ 

３年から５年契約    ２１筆     ５４，０９９㎡ 

６年から９年契約     ０筆          ０㎡ 

１０年以上の契約    ２３筆     ７９，８１６㎡ 

計       ４８筆    １４８，７５１㎡ 

   

  貸手・借手内訳   

貸手農家    ２１名 

借手農家    １４名 

 

     地目別面積    

田     １１７，８１４㎡ 

畑      １９，２９８㎡ 

樹園地     １１，６３９㎡ 

計     １４８，７５１㎡ 

 

３．総地目別面積    

田     １１７，８１４㎡ 

畑      １９，２９８㎡ 

樹園地     １１，６３９㎡ 

計     １４８，７５１㎡ 

 

４．農地中間管理機構 

出し手農家    ６名 

受け手農家    ５名 

 

地目別面積       

田      ４７，２０２㎡ 

畑           ０㎡ 

樹園地          ０㎡ 

計      ４７，２０２㎡ 

 

 

つづきまして詳細についてご説明致します。 

 

番号７ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字一ツ森町字上大谷５５番地１ 

地 目 登記簿 田 

現 況 田 

面 積 ２，３２７㎡ 

新規設定 

利用権を設定する者と受ける者は記載のとおりです。 

利用目的 田 

期 間 ５年 

賃借料 全部で１俵（玄米）での契約です。 
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番号８ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字鬼袋町字大柳３７番地 

地 目 登記簿 田 

現 況 田 

面 積 ２，６７０㎡ 

外 田１筆 合計２筆 

合計面積 ２，７８５㎡ 

新規設定 

利用権を設定する者と受ける者は記載のとおりです。 

利用目的 田 

期 間 ５年 

賃借料 １０ａ当り０．５俵（玄米）で契約しております。 

 

番号９ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字館前町字中川原４２番地 

地 目 登記簿 田 

現 況 田 

面 積 ７８７㎡ 

外 田４筆 合計５筆 

合計面積 ８，５０７㎡ 

新規設定 

利用権を設定する者と受ける者は記載のとおりです。 

利用目的 田 

期 間 １０年 

賃借料 １０ａ当り１万円で契約しております。 

 

 

番号１０ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字館前町字小津軽沢１６番地 

地 目 登記簿 田 

現 況 田 

面 積 ４，０９２㎡ 

外 田３筆 合計４筆 

合計面積 ８，３２０㎡ 

新規設定 

利用権を設定する者と受ける者は記載のとおりです。 

利用目的 田 

期 間 １０年 

賃借料 １０ａ当り１万円で法定相続人と契約しております。 

 

番号１１ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字館前町字館ノ下７４番地 

地 目 登記簿 田 

現 況 田 

面 積 ２，２１７㎡ 

新規設定 

利用権を設定する者と受ける者は記載のとおりです。 

利用目的 田 

期 間 １０年 
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賃借料 １０ａ当り１万円で法定相続人と契約しております。 

 

番号１２ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字日照田町字野脇２８０番地 

地 目 登記簿 田 

現 況 田 

面 積 ２，５８５㎡ 

外 田１筆 合計２筆 

合計面積 １０，７９２㎡ 

再設定 

利用権を設定する者と受ける者は記載のとおりです。 

利用目的 田 

期 間 ５年 

賃借料 １０ａ当り１．５俵（玄米）で法定相続人と契約しております。 

 

 

番号１３ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字姥袋町字霜坂熊ヶ沢１３８番地 

地 目 登記簿 田 

現 況 田 

面 積 ５，７４２㎡ 

外 田３筆 合計４筆 

合計面積 １４，３４３㎡ 

新規設定 

利用権を設定する者と受ける者は記載のとおりです。 

利用目的 田 

期 間 ３年 

賃借料 １０ａ当り１万円で契約しております。 

 

番号１４ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字赤石町字家岸７０番地 

地 目 登記簿 田 

現 況 田 

面 積 ２，０４８㎡ 

外 田３筆 合計４筆 

合計面積 ４，３５５㎡ 

再設定 

利用権を設定する者と受ける者は記載のとおりです。 

利用目的 田 

期 間 ５年 

賃借料 １０ａ当り１俵（玄米）で契約しております。 

 

番号１５ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字赤石町字山岸１１６番地 

地 目 登記簿 田 

現 況 田 

面 積 ７１２㎡ 

外 田１筆 合計２筆 

合計面積 ５，７１２㎡ 
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再設定 

利用権を設定する者と受ける者は記載のとおりです。 

利用目的 田 

期 間 ５年 

賃借料 １０ａ当り１俵（玄米）で契約しております。 

 

番号１６ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字赤石町字山岸８１番地１ 

地 目 登記簿 田 

現 況 田 

面 積 ８５㎡ 

外 田３筆 合計４筆 

合計面積 ５，４８９㎡ 

再設定 

利用権を設定する者と受ける者は記載のとおりです。 

利用目的 田 

期 間 ５年 

賃借料 １０ａ当り１俵（玄米）で契約しております。 

 

番号１７ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字芦萢町字下雲母坂１０５番地４ 

地 目 登記簿 田 

現 況 田 

面 積 ３，６５９㎡ 

再設定 

利用権を設定する者と受ける者は記載のとおりです。 

利用目的 田 

期 間 ５年 

賃借料 １０ａ当り５，０００円で契約しております。 

 

番号１８ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字長平町字甲音羽山３７番地 

地 目 登記簿 田 

現 況 田 

面 積 １３，２３９㎡ 

新規設定 

利用権を設定する者と受ける者は記載のとおりです。 

利用目的 大豆 

期 間 １０年 

賃借料 １０ａ当り２０，０００円で契約しております。 

 

番号１９ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字建石町字成沢４８番地１ 

地 目 登記簿 畑 

現 況 樹園地 

面 積 ６，９３９㎡ 

新規設定 

利用権を設定する者と受ける者は記載のとおりです。 

利用目的 樹園地 
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期間 １０年 

使用貸借で契約しております。 

 

番号２０ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字建石町字成沢４９番地１ 

地 目 登記簿 畑 

現 況 樹園地 

面積 ４，７００㎡ 

新規設定 

利用権を設定する者と受ける者は記載のとおりです。 

利用目的 樹園地 

期 間 １０年 

使用貸借で契約しております。 

 

番号２１ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字建石町字大平９４番地２ 

地 目 登記簿 畑 

現 況 畑 

面 積 １，７６７㎡ 

新規設定 

利用権を設定する者と受ける者は記載のとおりです。 

利用目的 大豆 

期 間 １年 

使用貸借で契約しております。 

 

番号２２ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字湯舟町字若山杢沢７１番地１ 

地 目 登記簿 田 

現 況 田 

面 積 ２，８８７㎡ 

再設定 

利用権を設定する者と受ける者は記載のとおりです。 

利用目的 田 

期 間 １０年 

賃借料 １０ａ当り７，０００円で契約しております。 

 

番号２３ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字湯舟町字七尾１６７番地２５ 

地 目 登記簿 畑 

現 況 畑 

面 積 １，１４４㎡ 

外 田２筆 合計３筆 

合計面積 １３，０６９㎡ 

再設定 

利用権を設定する者と受ける者は記載のとおりです。 

利用目的 大豆 

期 間 １年 

賃借料 全部で１５，０００円での契約です。 
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番号２４ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字建石町字大曲２７番地１ 

地 目 登記簿 田 

現 況 田 

面 積 ５５０㎡ 

外 田６筆 合計７筆 

合計面積 ２０，２００㎡ 

再設定 

利用権を設定する者と受ける者は記載のとおりです。 

利用目的 大豆 

期 間 １０年 

賃借料 １０ａ当り５，０００円で契約しております。 

 

番号２５ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字北浮田町字新沢７番地ａ 

地 目 登記簿 畑 

現 況 畑 

面 積 ６，７７８㎡ 

再設定 

利用権を設定する者と受ける者は記載のとおりです。 

利用目的 麦 

期 間 １０年 

賃借料 全部で２０，０００円で契約しております。 

 

番号２６ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字北浮田町字今須３０１番地ａ 

地 目 登記簿 畑 

現 況 畑 

面 積 ４，９７２㎡ 

新規設定 

利用権を設定する者と受ける者は記載のとおりです。 

利用目的 麦 

期 間 １０年 

賃借料 全部で１５，０００円での契約です。 

 

番号２８ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字鬼袋町字大柳２３番地１ 

地 目 登記簿 田 

現 況 田 

面 積 １，８５３㎡ 

外 田５筆 合計６筆 

合計面積 ４，２１０㎡ 

新規設定 

利用権を設定する者と受ける者は記載のとおりです。 

利用目的 田 

期 間 １０年 

賃借料 全部で２俵（玄米）での契約で、農地中間管理事業を利用しております。 
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番号２９ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字鬼袋町字大柳９６番地１ 

地 目 登記簿 田 

現 況 田 

面 積 ２３６㎡ 

外 田２筆 合計３筆 

合計面積 ５００㎡ 

新規設定 

利用権を設定する者と受ける者は記載のとおりです。 

利用目的 田 

期 間 １０年 

使用貸借での契約で、農地中間管理事業を利用しております。 

 

番号３０ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字深谷町字黒森１３６番地１ 

地 目 登記簿 田 

現 況 田 

面 積 ８８０㎡ 

外 田２筆 合計３筆 

合計面積 １４，１７１㎡ 

新規設定 

利用権を設定する者と受ける者は記載のとおりです。 

利用目的 田 

期 間 １５年 

賃借料 １０ａ当り０．５俵（玄米）での契約で、農地中間管理事業を利用して

おります。 

 

番号３１ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字深谷町字黒森１３７番地ｂ 

地 目 登記簿 田 

現 況 田 

面 積 １，４８０㎡ 

新規設定 

利用権を設定する者と受ける者は記載のとおりです。 

利用目的 田 

期 間 １５年 

使用貸借での契約で、農地中間管理事業を利用しております。 

 

番号３２ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字姥袋町字川面６２番地 

地 目 登記簿 田 

現 況 田 

面 積 ５，１７２㎡ 

外 田１筆 他２筆 

合計面積 １０，２０１㎡ 

新規設定 

利用権を設定する者と受ける者は記載のとおりです。 

利用目的 田 

期 間 １０年 
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賃借料 １０ａ当り１俵（玄米）での契約で、農地中間管理事業を利用しており

ます。 

 

番号３３ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字中村町字中山ノ井４３３番地 

地 目 登記簿 田 

現 況 田 

面 積 ３５０㎡ 

外 田７筆 合計８筆 

合計面積 ７，３９３㎡ 

新規設定 

利用権を設定する者と受ける者は記載のとおりです。 

利用目的 田 

期 間 １０年 

賃借料 １０ａ当り１俵（玄米）での契約で、農地中間管理事業を利用しており

ます。 

 

番号３４ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字中村町字中山ノ井５０４番地 

地 目 登記簿 田 

現 況 田 

面 積 ５１９㎡ 

外 田３筆 合計４筆 

合計面積 １，９０１㎡ 

新規設定 

利用権を設定する者と受ける者は記載のとおりです。 

利用目的 田 

期 間 １０年 

賃借料 １０ａ当り１俵（玄米）での契約で、農地中間管理事業を利用しており

ます。 

 

番号３５ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字北浮田町字今須浜田１０５番地１ 

地 目 登記簿 田 

現 況 田 

面 積 ３６８㎡ 

外 田８筆 合計９筆 

合計面積 ７，３４６㎡ 

新規設定 

利用権を設定する者と受ける者は記載のとおりです。 

利用目的 田 

期 間 １０年 

賃借料 １０ａ当り１俵（玄米）での契約で、農地中間管理事業を利用しており

ます。 

 

以上の計画内容は、経営面積・従事日数など、農業経営基盤強化促進法第１８

条第３項の各要件を満たしていると考えます。以上です。 
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議長 

 

 

 

 

 

議場 

 

 

議長 

 

 

 

議場 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

神文人委員 

 

 

 

 

事務局 

 

 

木村賢一委員 

 

 

 ただ今議案第７号について説明がありましたが、この議案につきましてご異

議、ご質問等を許します。 

 なお、質問等をする委員は挙手して委員番号と氏名を言ってから発言するよう

お願いします。 

 

 

〔「異議なし」という声あり〕 

 

 

 異議なしとのことですので、採決致します。議案第７号について原案のとおり

許可することに賛成の方は挙手をお願いします。 

 

 

（全員挙手） 

 

 

 全員賛成ですので議案第７号農業経営基盤強化促進に係る農用地利用集積計

画の承認について、原案どおり承認することに決定致しました。 

続きまして議案第８号、令和２年度農作業雇用標準賃金表（案）の承認につい

て事務局に説明を求めます。 

 

 

 ２７ページをご覧ください。議案第８号、令和２度農作業雇用標準賃金表（案）

の承認についてであります。 

 農作業賃金についてでありますが、昨年の１０月、青森県の最低賃金が７６２

円から７９０円に変更されました。それに伴いまして７９０円掛ける８時間で

６，３２０円となりまして、６，４００円に繰上げしました。この部分が昨年の

６，１００円から３００円上がって６，４００円という賃金となっております。

りんご等の剪定の賃金は変わりません。機械等の賃料も平成３１年と金額等は変

えておりません。 

 この場で委員の皆様が議論し合って承認という形をとりたいと思います。 

 以上です。 

 

 

 ただ今議案第８号について説明がありましたが、この議案につきましてご異

議、ご質問等を許します。 

 なお、質問等をする委員は挙手して委員番号と氏名を言ってから発言するよう

お願いします。 

 

 ２番の神文人です。機械作業料金についてですが、ブームスプレーヤーによる

除草剤の散布を依頼されることがあるのですが、基準となる料金を追加した方

が、依頼する方もされる方も分かりやすくなるのではないでしょうか。 

 

 

 項目を追加することは可能です。 

 

 

 つがる市ではヘリの場合は１，１００円、ブームスプレーヤーの場合は１，０

００円となっています。どちらも１０ａ当りの料金です。 
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神文人委員 

 

 

事務局 

 

 

議長 

 

 

議場 

 

 

議長 

 

 

 

 

議場 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

議場 

 

 

 

 私が作業を依頼された時も１，０００円で受けました。 

 

 

 需要があるのであれば、この表に追加します。 

 

 

 他に質問等ございませんか。 

 

 

〔「なし」という声あり〕 

 

 

 なしとのことですので、さっそく採決致します。議案第８号について原案にブ

ームスプレーヤーの項目を加える形で承認することに賛成の方は挙手をお願い

します。 

 

 

（全員挙手） 

 

 

 全員賛成ですので議案第８号、令和２年度農作業雇用標準賃金表（案）の承認

について、原案のとおり承認することに決定致します。 

 続きまして議案第９号、令和元年鰺ヶ沢町の農地の賃借料情報提供の件につい

て事務局に説明を求めます。 

 

 

 ２８ページをご覧ください。議案第９号、令和元年鰺ヶ沢町の農地の賃借料情

報提供の件についてです。 

 平成３１年１月から令和元年１２月までに締結された賃貸借における賃借料

水準１０ａ当りについて、情報提供することの承認を求めるものであります。 

 ２９ページをご覧ください。田と畑を分けて、地区別赤石から舞戸地区の平均

最高最低のデータを提供しております。 

 鰺ヶ沢町の平均は１１，６００円です。これは、下の方に記載している２番の

令和元年産のＪＡ米つがるロマンの１等概算払いの玄米６０㎏当り１２，４００

円で換算しております。畑についても記載のとおりです。 

 賃借料情報と先ほどの標準賃金表については情報提供という事で、鰺ヶ沢町広

報に参考として載せます。 

 以上です。 

 

 

 ただ今議案第９号について説明がありましたが、この議案につきましてご異

議、ご質問等を許します。 

 なお、質問等をする委員は挙手して委員番号と氏名を言ってから発言するよう

お願いします。 

 

 

〔「なし」という声あり〕 
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議長 

 

 

 

議場 

 

 

議長 

 

 

 

 

 なしとのことですので、さっそく採決致します。議案第９号について原案のと

おり情報提供することに賛成の方は挙手をお願いします。 

 

 

（全員挙手） 

 

 

 全員賛成ですので議案第９号、令和元年鰺ヶ沢町の農地の賃借料情報提供の件

について、原案どおり情報提供することに決定致します。 

 

 

７．閉会 

 以上で本日の議案の審議は全て終了致しました。みなさんご協力ありがとうご

ざいました。 

（午前１０時５５分） 

 

 

８．その他 

 ・２月１７日（月）午前１０時から臨時総会を開催予定。 

 

 

 

 

 

 

会    長   長 谷 川 勝 男 

              

会議録署名者   三 上  三 樹 

 

  〃      木 村  重 美 

 

 

 

 

 


